
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号

人
質
に
よ
る
強
要
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律

（
人
質
に
よ
る
強
要
等
）

第
一
条
　
人
を
逮
捕
し
、
又
は
監
禁
し
、
こ
れ
を
人
質
に
し
て
、
第
三
者
に
対
し
、
義
務
の
な
い
行
為
を
す
る
こ
と

又
は
権
利
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
者
は
、
六
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
　
第
三
者
に
対
し
て
義
務
の
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
権
利
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
た
め
の
人
質
に
す

る
目
的
で
、
人
を
逮
捕
し
、
又
は
監
禁
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３
　
前
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る
。

（
加
重
人
質
強
要
）

第
二
条
　
二
人
以
上
共
同
し
て
、
か
つ
、
凶
器
を
示
し
て
人
を
逮
捕
し
、
又
は
監
禁
し
た
者
が
、
こ
れ
を
人
質
に
し

て
、
第
三
者
に
対
し
、
義
務
の
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
権
利
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
と
き
は
、
無
期

又
は
五
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

第
三
条
　
航
空
機
の
強
取
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
罪
を

犯
し
た
者
が
、
当
該
航
空
機
内
に
あ
る
者
を
人
質
に
し
て
、
第
三
者
に
対
し
、
義
務
の
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
又

は
権
利
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
と
き
は
、
無
期
又
は
十
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

（
人
質
殺
害
）

第
四
条
　
第
二
条
又
は
前
条
の
罪
を
犯
し
た
者
が
、
人
質
に
さ
れ
て
い
る
者
を
殺
し
た
と
き
は
、
死
刑
又
は
無
期
懲

役
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る
。

（
国
外
犯
）

第
五
条
　
第
一
条
の
罪
は
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
三
条
、
第
三
条
の
二
及
び
第
四
条
の
二
の
例

に
、
前
三
条
の
罪
は
同
法
第
二
条
の
例
に
従
う
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
二
日
法
律
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
刑
法

第
四
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
及
び
附
則
第
四
項

中
新
東
京
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

第
十
一
号
の
改
正
規
定
は
、
国
際
的
に
保
護
さ
れ
る
者
（
外
交
官
を
含
む
。
）
に
対
す
る
犯
罪
の
防
止
及
び
処
罰

に
関
す
る
条
約
又
は
人
質
を
と
る
行
為
に
関
す
る
国
際
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
刑
法
第
四
条
の
二
の
規
定
並
び
に
人
質
に
よ
る
強
要
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
五
条
及
び
暴
力
行
為
等

処
罰
に
関
す
る
法
律
第
一
条
ノ
二
第
三
項
の
規
定
（
刑
法
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
前
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
並
び
に
戦
地
に
あ
る
軍
隊
の

傷
者
及
び
病
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
、
海
上
に
あ
る
軍

隊
の
傷
者
、
病
者
及
び
難
船
者
の
状
態
の
改
善
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
、

捕
虜
の
待
遇
に
関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
及
び
戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に

関
す
る
千
九
百
四
十
九
年
八
月
十
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
つ
て

も
罰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
罪
に
限
り
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
一
二
日
法
律
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
八
日
法
律
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
刑
法
第
三
条
の
二
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
に
よ
る
改
正
後
の
暴
力
行
為

等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
第
一
条
ノ
二
第
三
項
及
び
附
則
第
四
条
に
よ
る
改
正
後

の
人
質
に
よ
る
強
要
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
（
刑

法
第
三
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
法
律
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
第
一
追
加
議
定
書
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附

則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


